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要旨

◆分譲マンションの１室に居住する原告らが、同居室の階上の居室を所有する被告に対し、被告の居室から発生

する騒音の差止め及び損害賠償を求めるなどした事案において、原告らの居室で聞かれる衝撃音は、子供の体重

に近い重量物を高さ１ｍ程度から落下させた時の床衝撃で発生する重量衝撃音に該当し、同衝撃音は被告の子の

飛びはね等によるものと推認できるところ、これが生活実感としてかなり大きく聞こえ、相当な程度に達するこ

とが相当の頻度あること等に照らせば、被告がこれに配慮する義務を怠ったことは、原告らの受忍限度を超える

ものとして不法行為を構成し、受忍限度を超える騒音を発生させることは人格権ないし所有権に基づく妨害排除

請求として差止めの対象となると認め、騒音測定費用を含めて損害額を認定の上、原告らの請求を一部認容した

事例

出典

判時 2155号71頁

ウエストロー・ジャパン

評釈

慰謝料請求事件データファイル（生活・環境妨害）

武川幸嗣・リマークス 47号50頁

参照条文

民法４１６条

民法７０９条

東京都品川区〈以下省略〉

原告 Ｘ１

前同所

同 Ｘ２

原告両名訴訟代理人弁護士 脇谷英夫

東京都品川区〈以下省略〉

被告 Ｙ

同訴訟代理人弁護士 山根祥利

同 近藤健太
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主文

１ 被告は，原告Ｘ１に対し，被告所有の別紙物件目録１記載の建物から発生する騒音を，同原告が所有する

同目録２記載の建物内に，午後９時から翌日午前７時までの時間帯は４０dB（A）を超えて，午前７時から同日

午後９時までの時間帯は５３dB（A）を超えて，それぞれ到達させてはならない。

２ 被告は，原告Ｘ１に対し，９４万０５００円及びこれに対する平成２０年１２月２７日から支払済みまで

年５パーセントの割合による金員を支払え。

３ 被告は，原告Ｘ２に対し，３２万４８９０円及びこれに対する平成２０年１２月２７日から支払済みまで

年５パーセントの割合による金員を支払え。

４ 原告Ｘ１のその余の請求を棄却する。

５ 訴訟費用はこれを４分し，その３を被告の負担とし，その余を原告Ｘ１の負担とする。

６ この判決は主文第２項及び第３項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第( 請求

１ 被告は，原告Ｘ１に対し，被告所有の別紙物件目録１記載の建物から発生する騒音を，原告が所有する同

目録２記載の建物内に，４０dB（A）を超えて到達させてはならない。

２ 主文第２項及び第３項と同旨。

第) 事案の概要

本件は，原告Ｘ１（以下「原告Ｘ１」という。）が，マンション内に同人が所有する居室の階上の居室を所有

する被告に対し，所有権ないし人格権に基づく妨害排除請求として，被告所有の居室から発生する騒音の差止め

並びに不法行為（被告の子が被告所有の居室内を歩行して騒音を発生させた。）に基づく損害賠償請求として９

４万０５００円及びこれに対する訴状送達の日（記録によれば平成２０年１２月２７日と認められる。）から支

払済みまで年５パーセントの割合による金員の支払を，原告Ｘ１の妻で同人所有の前記居室に同居する原告Ｘ２

（以下「原告Ｘ２」という。）が，被告に対し，不法行為（前同）に基づく損害賠償請求として３２万４８９０

円及びこれに対する訴状送達の日（前同）から支払済みまで年５パーセントの割合による金員の支払を，それぞ

れ求めるものである。

１ 争いのない事実

ア 原告Ｘ１は別紙物件目録２記載の建物（以下「１０４号室」）を，被告は同目録１記載の建物（以下「

２０４号室」という。）をそれぞれ所有し，両建物はいずれも同一のマンション（以下「本件マンション」とい

う。）内にある区分所有建物であり，２０４号室の階下に１０４号室がある。

イ 原告Ｘ１及び同Ｘ２は１０４号室に，被告及びその家族（被告の子を含む。）は２０４号室に，それぞ

れ居住している。

２ 争点（本件不法行為の成否，原告らの損害）

（原告らの主張）

アＡ 被告の子は，平成１８年４月以降，毎晩深夜まで２０４号室の室内を走り回り，１０４号室内で４５

dB（A）から６６dB（A）の音量に達する歩行音を発生させた。

Ｂ １０４号室の階上にある２０４号室に居住する被告は，その階下にある１０４号室に居住する原告ら

に対し，被告の子を２０４号室内で走り回らないように，あるいは走り回っても階下に歩行音を侵入させないよ

うに配慮する義務があるのにこれを怠り，前記のとおり４０dB（A）を超える歩行音を１０４号室に到達させて

いることは，原告らの受忍限度を超え，原告らの人格権ないし原告Ｘ１の１０４号室に対する所有権を侵害する

不法行為である（以下「本件不法行為」という。）。

イＡ 原告Ｘ１は，平成２０年７月，前記歩行音の測定を訴外日東紡音響エンジニアリング株式会社（以下

「訴外会社」という。）に依頼し，同社に対し調査費用として６４万０５００円を支払った。

Ｂ 原告Ｘ２は，本件不法行為により受けたストレスのため体調不良となり，大井町メンタルクリニック
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に通院し，治療費及び薬代として合計２万４８９０円を支払った。

Ｃ 原告らがそれぞれ前記のとおり支払った金員は，本件不法行為と相当因果関係がある損害である。

ウ 本件不法行為により，原告らはいずれも精神的苦痛を受け，同精神的苦痛についての慰謝料額は原告ら

それぞれにつき３０万円を下らない。

（被告の主張）

ア 原告らの主張アＡの事実は否認し，同Ｂは否認し争う。

イ 原告らの主張イＡ，Ｂはいずれも不知，同Ｃは争う。

ウ 原告らの主張ウは争う。

第* 裁判所の判断

１ 争いのない事実，証拠（認定事実の末尾に掲記する。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認めら

れる。

アＡ 本件マンションは準工業地域に位置し，１０４号室及び２０４号室はいずれも本件マンションの南西

側角に位置し，本件マンションの南側道路はバス通りであり，本件マンション及び同道路の南側には，ａ製作所

がある（争いのない事実，甲９，乙１の４）。

Ｂ 本件マンションの外壁のコンクリート厚は１５０mm，戸境壁のコンクリート厚は１８０mmであり，床

は玄関たたき部分を除き厚さ２００mm以上のコンクリートの上に約４mm厚の防音緩衝材を施工し，その上に遮音

性能ＬＬ－４５の規格の約９mm厚のフローリング材を施工している（乙１の３）。

Ｃ 本件マンション内の居室の売主である訴外創建ホームズ株式会社は，原告代理人からの照会に対し，

前記防音緩衝材の遮断性能規格について，あくまで上下階の軽量床衝撃音（食器など比較的硬質軽量な物体の落

下や椅子を引きずったことなどで階下室に発生する音に対する遮断性能の評価値であり，歩行音などの生活音を

遮断するものでない旨を回答している（乙１の８，２の１）。

イＡ 原告Ｘ１は，平成１７年１２月７日に１０４号室を購入し，平成１８年３月ころから原告Ｘ２を含む

家族と同号室に居住するようになった（甲１，弁論の全趣旨）。

Ｂ 被告は，同年４月１８日から２０４号室に居住するようになった（弁論の全趣旨）。

ウ 原告らは，同年１０月ころ，本件マンションの管理人に対し，本件不法行為に係る歩行音を訴え，同管

理人は，２０４号室を本件マンション内の全戸に，一般論として騒音を生じさせないよう注意を促す書面を配布

し，原告らは，同年１１月ころにも，前同様の訴えをし，同管理人は，前同様に書面を配布した（争いのない事

実，弁論の全趣旨）。

エ 原告Ｘ１の委託を受けた訴外日東紡音響エンジニアリング株式会社は，平成２０年７月３日から同月３

０日までの間，１０４号室のリビングルームの中央で高さ１．２ｍの位置を測定点として騒音計マイクロホンを

設置し，原告らは前記設置した装置を用いて，階上からの音を聴感で関知した際に，騒音計とこれに接続したレ

ベルレコーダーを稼働させて，以下の測定日時に測定した結果は，別紙１のとおりであり，その際に４６dB（A

）以上のピーク値が測定された状況は，別紙２のとおりである（甲２）。

上記測定値のうち別紙３の項目欄のとおり同月２８日の測定時に録音した音の周波数特性を求めると１２５Hz

の周波数の成分が一番大きい（甲２，１６）

オＡ 被告と同居している被告の子である訴外Ａ（以下「被告の子」という。）は，平成２０年７月３日，

同月９日，同月１０日，同月１１日，同月１７日は在籍する幼稚園に登園し，同月１４日は登園せず，同月２０

日以降は登園しなかった（乙５の１）。

Ｂ 被告の子は，同月１７日は午前１１時３０分ころ前記幼稚園から退園した（乙５の２）。

Ｃ 被告の子は，同月２０日から２１日に，被告及びその妻と一緒に幕張メッセに出かけ，同月２２日夕

方は，被告と一緒に映画館に出かけ，同月２６日午後は水泳に出かけ，同月３０日は埼玉県に出かけていた（乙

７）。

カ 重量衝撃音，軽量衝撃音，dB（A），上階の居室から下階の居室への音の伝搬，伝搬する歩行音の周波

数特性についての一般的知見は，以下のとおりである（甲１８，１９）。

Ａ 重量衝撃音とは，子供の体重に近い重量物を高さ１ｍ程度から落下させた時の床衝撃で発生する音，

軽量衝撃音とは，椅子の引きずり音やスプーン等の比較的軽量固形物が落下した時の衝撃音をいう。

Ｂ dB（A）は，マイクロホンで物理的に捉えた音圧信号を人間の耳の感度特性に合わせて評価する場合
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に使用する単位であり，騒音レベルの評価に使用するものである。

Ｃ 上階の居室から下階の居室への音の伝搬は，空気伝搬音と固体伝搬音があり，前者には上階の床・下

階の天井を通過してくる音，窓から伝わってくる音があり，後者には，上階の床振動によって音が下階に放射さ

れるものと，壁や柱の振動が伝搬して音を放射するものとがある。

Ｄ 他の音と歩行音の区別は難しいが，後者は重量衝撃音に類し，周波数は概ね５００Hz以下の低周波音

となるのに対し，一般の音は空気伝搬音である場合，５００Hz以上の成分が含まれる音となる。

２ 以上の認定事実によれば，平成２０年７月３日から同月３０日までの間に１０４号室のリビングルーム内

で前記１エのとおり測定された音のうち４６dB（A）以上のピーク値を示したものは，別紙２のとおりであり，

うち同月２８日の測定時に録音した音は，別紙３のとおり１２５Hzの周波数の成分が一番大きいというのであり

，前記１カＡ及びＤの一般的知見に照らし，重量衝撃音に該当し，同アＢ及びＣで認定した本件マンションの床

の状況及び設置された防音緩衝材の仕様に照らすと，２０４号室の床ないし１０４号室の天井は固体伝搬音とし

ての重量衝撃音を遮断するのには必ずしも十分でないことが窺われるから，前記重量衝撃音に該当する音は，人

の歩行，飛び跳ねによる床衝撃で発生したものと認められる。

そして，前記イＢ及びオＡの認定事実によれば，２０４号室には被告の子が居住しており，前記認定した重量

衝撃音の発生原因に照らすと，前記の床衝撃は，被告の子の飛び跳ねによるものと推認できる。

３ これに対し，被告は，①２０４号室には廊下と和室以外には絨毯等を敷き詰めている，②被告の子は幼稚

園に通園し日中は２０４号室に在室しないし，③午後６時以降はビデオやテレビを見せたりしており，騒音を発

していない，④前記１アＡの本件マンション周囲の環境に照らし，他の原因により騒音が発生している，⑤固体

伝搬音は上階の部屋以外からも伝搬する，⑥通常の歩行音では６３Hzの周波数の成分が一番大きいと主張して，

原告の前記主張を争い，証拠（乙８ないし１１）は同⑥の主張に沿うものであり，被告の子は，前記１エの測定

日時のうち（ア）平成２０年７月１７日の午前１１時０４分から同日午前１１時２２分，（イ）同月１９日から

同月２１日の午前９時前から午後１１時ころまで，（ウ）同月２２日の午後４時以降，（エ）同月２６日，（オ

）同月３０日は２０４号室に在室していなかった，（カ）同月２４日は午後６時３０分過ぎには就寝していたと

供述し（乙６），証拠（乙５の１・２，７）は一部同供述に沿うものである。

しかしながら，証拠（甲２２ないし２４）によれば，高さ４０cmからの自然な飛び降りや飛びはねなどの場合

には，１２５Hzの周波数の成分が一番大きいなど，歩行の態様等によって，一番大きい周波数の成分は異なるこ

とが認められ，前記⑥の主張ないしこれに沿う前記証拠は，前記２の認定判断を左右するに足りないし，前記１

アＡの本件マンション周囲の環境や同カＣの知見を踏まえても，子供の体重に近い重量物を高さ１ｍ程度から落

下させた時の床衝撃で発生する重量衝撃音が，本件マンション外で発生し，壁ないし窓を通じて１０４号室に伝

搬するとは考え難く，前記④の主張も前記２の認定判断を左右するに足りない。

また，証拠（乙７）によれば，被告の子が父母と共に出かけたのは平成２０年７月２０日であり同月１９日で

はないこと，同日に４６dB（A）以上のピーク値が測定されたのは午前８時５４分から午前１０時３２分の間で

あり（甲２），同日の同時刻後に外出したとすれば整合すること，同月２１日に４６dB（A）以上のピーク値が

測定されたのは午後１０時２４分から午後１０時３７分の間であり（前同），同時刻ころ外出先から帰宅したと

すれば，夏休みの日記（乙７）の同日の記載と整合すること，同月２６日に４６dB（A）以上のピーク値が測定

されたのは午後１時００分から午後１時０１分の間のことであり（前同），同時刻後に外出したとすれば夏休み

の日記（前同）の同日の記載と整合すること，同月３０日に４６dB（A）以上のピーク値が測定されたのは午前

１１時５９分のことであり（甲２），同時刻後に外出したとすれば夏休みの日記（乙７）の同日の記載と整合す

ることが認められ，そうすると前記⑥（イ），（エ）及び（オ）の主張事実ないしこれに沿う陳述書（乙６）や

前記夏休みの日記（乙７）は，前記２の認定判断を左右するに足りないし，かえって同月１９日の前記測定結果

が被告の主張と矛盾せず，同月２１日及び同月２６日の前記測定結果が夏休みの日記（前同）の各同日の記載と

整合し，被告の子が幼稚園に登園した日で在園中と考えられる時間帯には，前記⑥（ア）の時間帯を除いて４６

dB（A）以上のピーク値が測定されておらず，２０４号室に在室中と考えられる時間帯に４６dB（A）以上のピー

ク値が測定されていること（甲２，乙５の１）は，前記２の推認をさらに補強する事実ということができ，前記

②の主張も前記２の認定判断を左右するに足りない。前記③，⑥（カ）及びこれに沿う陳述書（乙６）には裏付

けがなく，裏付けがあるのは同⑥（ア）及び（ウ）の事実にとどまり（乙５の２・３），同事実によって，前記

のとおりさらに補強された前記２の認定判断は左右されない。前記①の主張は証拠（甲１０，２０）に照らし，
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前記２の認定判断は左右するものとして採用できず，同⑤も前記認定した在園中，２０４号室在室中の各時間帯

と４６dB（A）以上のピーク値が測定された時間帯との関係性に照らすと，前記２の認定判断を左右するに足り

ない。

４ 以上の認定判断によれば，被告の子は，遅くとも平成１８年５月ころ（被告の子が２０４号室で居住する

ようになったと被告が自認する時期）以降，別紙１に近似する時間帯，頻度で２０４号室内において飛び跳ね，

走り回るなどして，１０４号室内で重量衝撃音を発生させた事実を認めることができる。

５ そこで，前記４で認定した事実を生じさせないように配慮しないことが，原告らの受忍限度を超え不法行

為を構成するか否かについて検討する。

証拠（甲２，１６，２１，２３）によれば，①平成２０年７月２８日の測定時に録音した音の周波数特性を求

めて，周波数別の音圧レベルを分析した結果が別紙３であり，dB（A）が４８ないし５０の場合でも，１２５Hz

の周波数の成分が一番大きい床衝撃音レベルは６４dBないし６６dBに，dB（A）が６０に達する場合は，同床衝

撃音レベルは７３dBないし７６dBにそれぞれ達すること，②争いのない事実アＢの本件マンションの床・天井が

有する遮音性能ＬＬ－４５（Ｌ－４５と同義）では，マンション等の集合住宅における床衝撃音遮断性能の周波

数特性と等級（等級曲線）が想定している程度の衝撃であれば，これによる１２５Hzの周波数の成分の床衝撃音

レベルは５８dB以下にまで遮断でき，例えば，通常の人の走り回り，飛び跳ねなどは，聞こえるが意識すること

はあまりないという程度にまで遮断できるはずであるが，前記測定・分析結果は別紙３のとおり１２５Hzの周波

数の成分の床衝撃音レベルが５８dBを超えており，前記４で認定した事実に係る衝撃は，床衝撃音遮断性能基準

としての等級曲線が前記のとおり想定している程度の衝撃を超えるものであること，足音，走り回りや飛び降り

，飛び跳ねなどを衝撃源とする生活音は，生活実感として，４８dB（A）を超えるとやや大きく聞こえ，うるさ

さが気になり始める程度に達し，５３dB（A）を超えると，かなり大きく聞こえ相当にうるさい程度に達し，４

０dB（A）であれば，小さく聞こえるもののあまりうるさくない程度にとどまることが，それぞれ認められる。

以上によれば，前記４で認定したとおり，被告の子が２０４号室内において飛び跳ね，走り回るなどして，１

０４号室内で重量衝撃音を発生させた時間帯，頻度，その騒音レベルの値（dB（A））は，別紙１のとおりであ

り，静粛が求められあるいは就寝が予想される時間帯である午後９時から翌日午前７時までの時間帯でもdB（A

）の値が４０を超え，午前７時から同日午後９時までの同値が５３を超え，生活実感としてかなり大きく聞こえ

相当にうるさい程度に達することが，相当の頻度であるというのであるから，被告の子が平成２０年当時幼稚園

に通う年齢であったこと（乙５の１ないし５の３），その他本件記録から窺われる事情を考慮しても，被告の子

が前記認定した程度の頻度・程度の騒音を階下の居室に到達させたことは，２０４号室の所有者である被告が，

階下の１０４号室の居住者である原告らに対して，同居者である被告の子が前記程度の音量及び頻度で騒音を１

０４号室に到達させないよう配慮すべき義務があるのにこれを怠り，原告らの受忍限度を超えるものとして不法

行為を構成するものというべきであり，かつこれを超える騒音を発生させることは，人格権ないし１０４号室の

所有権に基づく妨害排除請求としての差止の対象となるというべきである。

以上によれば，本件不法行為に係る原告の主張は，前記認定した限度で理由があり，騒音の差止請求は，前記

説示の時間帯に前記程度の騒音の差止を求める限度で理由があり，その余は理由がない。

６ そこで進んで，原告らの損害について検討すると，前記認定した騒音発生の始期，午後９時から翌日午前

７時までの時間帯にdB（A）の値が４０を超え，午前７時から同日午後９時までの同値が５３を超えた頻度・程

度に照らすと，これにより原告らがそれぞれ受けた精神的苦痛に対する慰謝料額としては，各３０万円が相当で

ある。

証拠（甲４，５の１ないし５の７，６の１ないし６の７）によれば，原告Ｘ２は平成２０年８月２５日，同年

６月ころから出現した頭痛等の症状を訴え，医師により自律神経失調症との診断を受け，通院を開始し，治療費

・薬代として合計２万４８９０円を支出したことが認められ，前記診断の結果に照らすと，原告Ｘ２の前記症状

は，前記認定した限度の本件不法行為に起因するものと認められ，前記金額の治療費・薬代は前記認定した限度

の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。

証拠（甲２，３）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ｘ１は，本件不法行為に係る騒音の測定を訴外会社に依頼

し，平成２０年９月１７日，同社に対し，その費用・報酬として６４万０５００円を支払ったことが認められ，

同費用は，本件請求のための費用ではあるが，客観的な騒音の測定は本件不法行為の立証のために必要不可欠な

ものであり，同測定は訴外会社等の第三者の専門家に依頼することが必要不可欠であるから，前記程度の費用額
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は，前記認定した限度の本件不法行為と相当因果関係がある損害と認められる。

７ よって，本件請求は，主文の限度で理由があるから，その限度で認容し，その余は理由がないから棄却す

ることとし，主文のとおり判決する。

（裁判官 前澤功）

〈以下省略〉

*******
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